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電子交付関連サービス取扱約款 

第１条 本取扱約款の趣旨 

電子交付関連サービス取扱約款（以下「本取扱約款」といいます。）は、ＳＭＢＣ日興証券株

式会社（以下「当社」といいます。）およびお客さまが、それぞれ相手方に対して交付すべき書

面（書面による同意、承諾、確認その他の意思表示を含みます。以下同じ。）について、当該書

面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項（以下「記載事項」といいます。）の電子メール、

インターネット、ファクシミリ装置その他の情報通信の技術を利用する方法（以下「電磁的方

法」といいます。）による提供（以下「デジタル提供」といいます。）を行うことを可能とするサ

ービス（以下「本サービス」といいます。）に関して、その取扱い等を定めるものです。 

２ 本サービスは、次の各号に掲げるサービスを対象とします。 

(1)日興イージートレード電子交付サービス

第３条第１項第３号および同項第４号または同条第２項第２号に掲げた電磁的方法を用いて、

当社およびお客さまがそれぞれ相手方に対して記載事項をデジタル提供するものです。以下、

このサービスを「電子交付サービス」といいます。

(2)メール電子交付サービス

第３条第１項各号または同条第２項各号に掲げた電磁的方法を用いて、当社およびお客さま

がそれぞれ相手方に対して記載事項をデジタル提供するものです。

(3) Eメールおよび FAXによる電子交付サービス

第３条第１項各号または同条第２項各号に掲げた電磁的方法を用いて、当社およびお客さま

がそれぞれ相手方に対して記載事項をデジタル提供するものです。 

第２条 対象書面 

本サービスの対象とする書面（以下「対象書面」といいます。）の種類は、金融商品取引法、

税法その他の法令、金融商品取引業協会等の自主規制機関の定める規則（以下「法令諸規則」

といいます。）においてデジタル提供の対象とすることが可能な書面および当社が提供するその

他の報告書等のうち、当社が本サービスの対象として定め、当社のホームページ上にデジタル

提供を行う書面として掲げる書面とします。なお、対象書面は、「電子交付サービス」、「メール

電子交付サービス」および「Eメールおよび FAXによる電子交付サービス」に区分したうえで公

表します。 

２ 当社は、対象書面の種類を追加する場合には、当該種類について、当社が定める方法（当社

のホームページにおける公表を含みます。）により事前に公表するものとします。この場合には、

当該種類の書面を対象書面とすることについてお客さまの承諾があったものとして取り扱うも

のとします。 

第３条 デジタル提供の方法 

本サービスのうち当社がお客さまに対してデジタル提供を行う場合において使用する電磁的

方法は、次の各号に掲げるもののうち、第１条第２項各号に掲げる本サービスの種類および対
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象書面ごとに当社が定めるものとします。 

(1)電子メールその他の方法（次号の方法を除きます。）を利用して、当社の使用する電子計算

機（当社との契約により、ファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、当該ファイル

をお客さままたは当社の用に供する者の使用する電子計算機を含むものとし、以下単に「当

社の電子計算機」といいます。）から、インターネットその他の電気通信回線を通じ、パーソ

ナルコンピュータその他のお客さまの使用する電子計算機（データセンターその他のお客さ

まとの契約によりお客さまファイル（専らお客さまの用に供されるファイルをいいます。以

下同じです。）を自己の管理する電子計算機に備え置く者の使用する電子計算機を含むものと

し、以下単に「お客さまの電子計算機」といいます。）に対象書面の記載事項を送信し、当該

お客さまの電子計算機に備えられたお客さまファイルに記録する方法 

(2)当社の電子計算機に備えられたファイルに記録され当社のホームページにおいて表示され

た記載事項を、インターネットを通じてお客さまの閲覧に供し、お客さまの電子計算機に備

えられたお客さまファイルに記録する方法 

(3)当社の電子計算機に備えられたお客さまファイルに記録され当社のホームページ上に表示

された記載事項を、インターネットを通じてお客さまの閲覧に供する方法 

(4)当社の電子計算機に備えられた閲覧ファイル（同時に複数のお客さまの閲覧に供するための

記載事項を記録させるファイルをいいます。）に記録され当社のホームページ上に表示された

記載事項を、インターネットを通じてお客さまの閲覧に供する方法 

(5)ファクシミリ装置を利用して、あらかじめお客さまが指定したファクシミリ番号に当社が記

載事項を送信する方法（以下「当社からのファクシミリ交付」といいます。） 

２ 本サービスのうちお客さまが当社に対してデジタル提供を行う場合において使用する電磁的

方法は、次の各号に掲げるもののうち、対象書面ごとに当社が定めるものとします。 

(1)電子メールを利用して、お客さまの電子計算機から当社の電子計算機に記載事項を送信し、

当社の電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

(2)当社の電子計算機に備えられたファイルに記録され当社のホームページ上に表示された記

載事項を、インターネットを通じてお客さまの閲覧に供し、お客さまが当社の電子計算機に

備えられたファイルに記載事項を記録する方法 

(3)ファクシミリ装置を利用して、あらかじめ当社が指定したファクシミリ番号にお客さまが記

載事項を送信する方法（以下「当社からのファクシミリ交付」と合わせて単に「ファクシミ

リ交付」といいます。） 

３ 本サービスにおいて記載事項を記録するファイルは、ＰＤＦ形式（当該記載事項のデジタル

提供の時点で最新のバージョンの Adobe Acrobat Reader DC（Adobe Inc. の提供するこれに相

当するＰＤＦ閲覧ソフトウェアを含みます。）により閲覧可能なものに限ります。）のファイル

またはファクシミリ装置のメモリー機能において利用される形式のファイルのうち、対象書面

の種類ごとに当社が定めるものとします。 

 

第４条 利用要件および申込方法等 

お客さまは、本サービス（当社からのファクシミリ交付を除きます。）の利用にあたり、各号

に掲げるサービスごとに定められる要件のすべてに該当する場合に限り利用することができる
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ものとします。 

(1)電子交付サービス 

イ 日興イージートレードの利用申し込みをしていること 

ロ お客さまの電子計算機と当社の電子計算機とをインターネットその他の電気通信回線を

通じて接続できること 

ハ お客さまの電子計算機において第３条第３項に定めるファイル形式が閲覧可能であるこ

と 

ニ お客さまがファイルに記録された記載事項をプリンターその他の機器を利用して出力す

ることにより、書面の作成が可能であること 

(2)メール電子交付サービスまたは Eメールおよび FAXによる電子交付サービス 

イ お客さまの電子計算機と当社の電子計算機とをインターネットその他の電気通信回線を

通じて接続できること 

ロ お客さまの電子計算機において第３条第３項に定めるファイル形式が閲覧可能であるこ

と 

ハ お客さまがファイルに記録された記載事項をプリンターその他の機器を利用して出力す

ることにより、書面の作成が可能であること 

２ お客さまは、次の第１号および第２号に定める要件に該当する場合に限り、「当社からのファ

クシミリ交付」による本サービスを利用することができるものとします。 

(1)お客さまが管理するファクシミリ装置により記載事項の受信が可能であること 

(2)前号の当該ファクシミリ装置が、受信した記載事項を遅滞なく紙面上に印刷し出力するもの

であること（前号のファクシミリ装置がメモリー機能を有する場合には、受信および記録し

た記載事項を出力することにより書面の作成が可能であること） 

３ お客さまは、本取扱約款の内容を承諾の上、次の各号に掲げるいずれかの方法により当社に

対して「電子交付サービス」、「メール電子交付サービス」および「Eメールおよび FAXによる電

子交付サービス」ごとに本サービスの利用をそれぞれ申し込み、当社がこれを承諾した場合に、

本サービスを利用できるものとします。 

(1)当社所定の申込書を提出する方法 

(2)当社が指定する方法に基づき、電子メールの送信またはファクシミリ装置を用いた送信によ

り申し込む方法 

(3)当社が指定する方法に基づき、当社のホームページ上等の所定の画面から申し込む方法 

(4)対象書面のうち当社の定める一定の書面に限定して電話その他の当社が指定する方法によ

り申し込む方法 

４ お客さまによる本サービスの申し込みは、「電子交付サービス」、「メール電子交付サービス」

および「E メールおよび FAX による電子交付サービス」ごとに定められる全ての種類の対象書

面について、一括して行われるものとします。 

５ 本サービスの提供は、第３項に基づく当社の承諾後、対象書面の種類ごとに当社が定める日

に開始するものとします。 

 

第５条 本サービスにおける取扱い 
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本サービスは、次の各号に掲げる取扱いのほか、当社が定めるところにより提供されるもの

とします。 

(1)本サービスに係る対象書面は、その作成基準日が前条第５項に定める日から次条に定める本

サービスの終了の日までの期間（以下「利用期間」といいます。）に到来するものに限られる

こと 

(2)当社は、当社がお客さまに対して交付する対象書面については、原則として、デジタル提供

に代えてまたはデジタル提供と重複して書面の交付を行わないこと 

(3)前号にかかわらず、当社は、法令諸規則の変更、監督官庁の指示その他の事情により当社が

合理的と判断した場合には、利用期間内においても、デジタル提供に代えてまたはこれに加

えて、書面を交付しまたは交付を受けることができること 

(4)本サービスのうち複数のサービスを利用されているお客さまの場合、いずれのサービスによ

り交付するか当社が定めることができること 

２ 当社は、第３条第１項第３号または同項第４号に定める方法によりデジタル提供を行った対象

書面については、当該書面をデジタル提供した日以後５年間記載事項をお客さまの閲覧に供す

るものとします。ただし、法令諸規則において別段の定めがある場合には、これと異なる取扱

いをする場合があります。 

 

第６条 本サービスの終了 

本サービスは、次の各号のいずれかに該当する場合には、終了するものとします。 

(1)当社が指定する方法によりお客さまから当社に対し「電子交付サービス」、「メール電子交付

サービス」または「Eメールおよび FAXによる電子交付サービス」ごとに本サービスを解約す

る旨の申出があった場合（日興イージートレードの利用解除が行われた場合には、「電子交付

サービス」を解約する旨の申出があったものとして取り扱います。） 

(2)本サービスに関連するお客さまの口座が廃止された場合 

(3)次に掲げるいずれかの事由その他のやむを得ない事情により当社がお客さまに対し「電子交

付サービス」、「メール電子交付サービス」または「Eメールおよび FAXによる電子交付サービ

ス」ごとに解約を申し出た場合 

イ お客さまが第４条第１項各号または同条第２項各号のいずれかの要件を欠くに至った場

合 

ロ お客さまが第４条第３項に定める本サービスの申し込みに際して虚偽の申告を行ってい

たことが判明した場合 

ハ 当社が本取扱約款の規定に基づくお客さまとの合意により行っている本サービスについ

て、法令諸規則の規定に基づきお客さまとの合意によらないデジタル提供に切り替える場

合 

(4)当社が定める方法（当社のホームページにおける公表を含みます。）により、当社が全ての

お客さまについて本サービスの全部または一部の提供を終了する旨および当該終了の日につ

いて事前に周知した場合 

２ 前項第１号に定める解約する旨の申出の受付は当社所定の方法で受付後に処理がなされた時

点で解約されます。当社およびお客さまは、前項に定める本サービスの終了後は当該サービス
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に定めるデジタル提供を行わないものとします。 

 

第７条 免責事項 

当社は、次に掲げる場合にお客さまに生じた損害について、一切その責めを負わないものと

します。ただし、当社の責めに帰すべき事由により生じた損害については、この限りではあり

ません。 

(1)通信回線、通信機器、コンピュータシステムおよび機器等の障害によるデジタル提供の遅延、

誤作動または不能により生じた損害 

(2)次に掲げるいずれかの事由で生じた損害 

イ お客さまが第４条第１項各号または同条第２項各号のいずれかの要件を欠くに至った場   

合 

ロ お客さまが第４条第３項に定める本サービスの申し込みに際して事実と異なる申告を行

っていたことが判明した場合 

(3)前条に定める本サービスの終了により生じた損害 

 

第８条 他の約款との関係 

本取扱約款の規定が適用される場合（メモリー機能を有しないファクシミリ装置を利用する

「E メールおよび FAX による電子交付サービス」の場合を除きます。）には、当社の他の約款に

おける「書面」および「書面の交付」に関する規定は、それぞれ「記載事項」および「デジタル

提供」に読み替えて適用するものとします。 

 

第９条 法令諸規則との関係 

本取扱約款の規定にかかわらず、当社は、法令諸規則の規定に基づき、お客さまとの合意に

よらずに対象書面の記載事項のデジタル提供が可能である場合に、当社の判断により、本取扱

約款の規定を適用せず、当該法令諸規則の規定に基づきお客さまに対してデジタル提供を行う

ことができるものとします。本条に基づくお客さまとの合意によらないデジタル提供を行う場

合には、当社はあらかじめ当社のホームページでの公表その他の適切な方法により、対象書面

の種類、デジタル提供において利用される電磁的方法その他の情報を周知するものとします。 

 

第１０条 本取扱約款の変更 

本取扱約款は、法令諸規則の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法

第５４８条の４の規定に基づき改定されることがあります。当社は、同条の規定に従い、改定

を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期をインターネットの利用または

その他相当の方法により周知します。 

 

附則 

第１条 効力発生日 

改定後の本取扱約款（以下「新約款」といいます。）の規定は、2025 年 4月 14日（以下「効

力発生日」といいます。）から適用されるものとします。 
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第２条 従来からの利用者の取扱い 

効力発生日前に改定前の「電子交付サービス取扱規程」（以下「旧規程」といいます。）の規

定に基づく電子交付サービスの利用をされているお客さま（以下「従前のお客さま」といいま

す。）については、新約款に基づき「電子交付サービス」を利用されているものとして取り扱い

ます。ただし、従前のお客さまについては、新約款第４条第４項の規定を適用せず、効力発生

日以後も旧規程第２条第１項および第２項の規定を適用するものとします。 

２ 効力発生日前に改定前の「電子交付サービスに関する取扱約款」の規定に基づく電子交付サ

ービスを利用されているお客さまについては、効力発生日以後、新約款に基づき「メール電子

交付サービス」または「Eメールおよび FAXによる電子交付サービス」を利用されているものと

して取り扱います。 

３ 効力発生前に改定前の「E-メール、FAXによる電子交付サービス取扱約款」の規定に基づく電

子交付サービスを利用されているお客さまについては、効力発生日以後、新約款に基づき「Eメ

ールおよび FAXによる電子交付サービス」を利用されているものとして取り扱います。 

以上 

2025 年 4 月 14 日改定 
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 2025年 4月 14日を効力発生日として、当社のメール電子交付サービス、Eメール・FAXによる電子交付サービ

スに関する個別約款「電子交付サービスに関する取扱約款」、「E-メール、FAXによる電子交付サービス取扱約款」

をそれぞれ同内容の約款に改定し、統一いたします（新しい約款の名称は「電子交付関連サービス取扱約款」と

なります。） 

 

「電子交付サービスに関する取扱約款」の改定内容 

下線部分が改定箇所となります。 

改定後（新） 改定前（旧） 

電子交付関連サービス取扱約款 電子交付サービスに関する取扱約款 

第１条 本取扱約款の趣旨 

電子交付関連サービス取扱約款（以下「本取扱約

款」といいます。）は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社（以

下「当社」といいます。）およびお客さまが、それぞ

れ相手方に対して交付すべき書面（書面による同意、

承諾、確認その他の意思表示を含みます。以下同じ。）

について、当該書面の交付に代えて、当該書面に記

載すべき事項（以下「記載事項」といいます。）の電

子メール、インターネット、ファクシミリ装置その

他の情報通信の技術を利用する方法（以下「電磁的

方法」といいます。）による提供（以下「デジタル提

供」といいます。）を行うことを可能とするサービス

（以下「本サービス」といいます。）に関して、その

取扱い等を定めるものです。 

第１条 本取扱約款の趣旨  

この約款（以下「本取扱約款」といいます。）は、

ＳＭＢＣ日興証券株式会社（以下「当社」といいます。）

及びお客さまが、それぞれ相手方に対して交付すべき

書面（書面による同意、承諾その他の意思表示を含み

ます。以下同じ。）について、当該書面の交付に代え

て、当該書面に記載すべき事項（以下「記載事項」と

いいます。）の電子メール、ファクシミリ装置、イン

ターネットその他の情報通信の技術を利用する方法

（以下「電磁的方法」といいます。）による提供（以

下「電子交付」といいます。）を行うことを可能とす

るサービス（以下「本サービス」といいます。）に関

して、その取扱い等を定めるものです。 

２ 本サービスは、次の各号に掲げるサービスを対象

とします。 

(1)日興イージートレード電子交付サービス 

第３条第１項第３号および同項第４号または同条

第２項第２号に掲げた電磁的方法を用いて、当社お

よびお客さまがそれぞれ相手方に対して記載事項

をデジタル提供するものです。以下、このサービス

を「電子交付サービス」といいます。 

(2)メール電子交付サービス 

第３条第１項各号または同条第２項各号に掲げた

電磁的方法を用いて、当社およびお客さまがそれぞ

れ相手方に対して記載事項をデジタル提供するも

のです。 

(3) Eメールおよび FAXによる電子交付サービス 

第３条第１項各号または同条第２項各号に掲げた

電磁的方法を用いて、当社およびお客さまがそれぞ

れ相手方に対して記載事項をデジタル提供するも

のです。 

（新 設） 

第２条 対象書面 

本サービスの対象とする書面（以下「対象書面」

といいます。）の種類は、金融商品取引法、税法その

他の法令、金融商品取引業協会等の自主規制機関の

定める規則（以下「法令諸規則」といいます。）にお

いてデジタル提供の対象とすることが可能な書面お

よび当社が提供するその他の報告書等のうち、当社

が本サービスの対象として定め、当社のホームペー

ジ上にデジタル提供を行う書面として掲げる書面と

します。なお、対象書面は、「電子交付サービス」、「メ

第２条 対象書面 

本サービスの対象とする書面（以下「対象書面」と

いいます。）の種類は、法令諸規則において電子交付

の対象とすることが可能な書面及び当社が提供する

その他の報告書等のうち、当社が本サービスの対象と

して定め、当社のホームページ上に電子交付を行う書

面として掲げる書面とします。 
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ール電子交付サービス」および「EメールおよびFAX

による電子交付サービス」に区分したうえで公表し

ます。 

２ （省 略） ２ （省 略） 

第３条 デジタル提供の方法 

本サービスのうち当社がお客さまに対してデジタ

ル提供を行う場合において使用する電磁的方法は、次

の各号に掲げるもののうち、第１条第２項各号に掲げ

る本サービスの種類および対象書面ごとに当社が定

めるものとします。 

(1)電子メールその他の方法（次号の方法を除きま

す。）を利用して、当社の使用する電子計算機（当

社との契約により、ファイルを自己の管理する電子

計算機に備え置き、当該ファイルをお客さままたは

当社の用に供する者の使用する電子計算機を含む

ものとし、以下単に「当社の電子計算機」といいま

す。）から、インターネットその他の電気通信回線

を通じ、パーソナルコンピュータその他のお客さま

の使用する電子計算機（データセンターその他のお

客さまとの契約によりお客さまファイル（専らお客

さまの用に供されるファイルをいいます。以下同じ

です。）を自己の管理する電子計算機に備え置く者

の使用する電子計算機を含むものとし、以下単に

「お客さまの電子計算機」といいます。）に対象書

面の記載事項を送信し、当該お客さまの電子計算機

に備えられたお客さまファイルに記録する方法 

 

（第５号に繰下げ） 

 

 

 

(2)～(4) （省 略） 

(5)ファクシミリ装置を利用して、あらかじめお客さ

まが指定したファクシミリ番号に当社が記載事項

を送信する方法（以下「当社からのファクシミリ交

付」といいます。） 

第３条 電子交付の方法 

本サービスのうち当社がお客さまに対して電子交

付を行う場合において使用する電磁的方法は、次の各

号に掲げるもののうち、対象書面の種類ごとに当社が

定めるものとします。 

 

(1)電子メールその他の方法（次号の方法を除きま

す。）を利用して、当社の使用する電子計算機（当

社との契約により、ファイルを自己の管理する電子

計算機に備え置き、当該ファイルをお客さま又は当

社の用に供する者の使用する電子計算機を含むも

のとし、以下単に「当社の電子計算機」といいます。）

から、インターネットその他の電気通信回線を通

じ、パーソナルコンピュータその他のお客さまの使

用する電子計算機（データセンターその他のお客さ

まとの契約によりお客さまファイル（専らお客さま

の用に供されるファイルをいいます。以下同じで

す。）を自己の管理する電子計算機に備え置く者の

使用する電子計算機を含むものとし、以下単に「お

客さまの電子計算機」といいます。）に対象書面の

記載事項（以下「記載事項」といいます。）を送信

し、当該お客さまの電子計算機に備えられたお客さ

まファイルに記録する方法 

(2)ファクシミリ装置を利用して、あらかじめお客さ

まが指定したファクシミリ番号に当社が記載事項

を送信する方法（以下「当社からのファクシミリ交

付」といいます。）  

(3)～(5) （省 略） 

（第２号から繰下げ） 

２ 本サービスのうちお客さまが当社に対してデジタ

ル提供を行う場合において使用する電磁的方法は、

次の各号に掲げるもののうち、対象書面ごとに当社

が定めるものとします。 

(1)電子メールを利用して、お客さまの電子計算機   
から当社の電子計算機に記載事項を送信し、当社の

電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

 

（第３号に繰下げ） 

(2)当社の電子計算機に備えられたファイルに記録さ

れ当社のホームページ上に表示された記載事項を、

インターネットを通じてお客さまの閲覧に供し、お

客さまが当社の電子計算機に備えられたファイル

に記載事項を記録する方法 

(3)ファクシミリ装置を利用して、あらかじめ当社が

指定したファクシミリ番号にお客さまが記載事項

２ 本サービスのうちお客さまが当社に対して電子交

付を行う場合において使用する電磁的方法は、次の

各号に掲げるもののうち、対象書面の種類ごとに当

社が定めるものとします。  

(1)電子メールを利用して、お客さまの電子計算機か

ら当社の電子計算機に記載事項を送信し、当該当社

の電子計算機に備えられたファイルに記録する方

法 

(2)ファクシミリ装置を利用して、あらかじめ当社が

指定したファクシミリ番号にお客さまが記載事項

を送信する方法（以下当社からのファクシミリ交付

と合わせて単に「ファクシミリ交付」といいます。） 

 

 

(3)当社の電子計算機に備えられたファイルに記録

され当社のホームページ上に表示された記載事項
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を送信する方法（以下「当社からのファクシミリ交

付」と合わせて単に「ファクシミリ交付」といいま

す。） 

を、インターネットを通じてお客さまの閲覧に供

し、当社の電子計算機に備えられたファイルに記載

事項を記録する方法 

（第２号から繰下げ） 

３ 本サービスにおいて記載事項を記録するファイル

は、ＰＤＦ形式（当該記載事項のデジタル提供の時

点で最新のバージョンのAdobe Acrobat Reader DC

（Adobe Inc. の提供するこれに相当するＰＤＦ閲覧

ソフトウェアを含みます。）により閲覧可能なものに

限ります。）のファイルまたはファクシミリ装置のメ

モリー機能において利用される形式のファイルのう

ち、対象書面の種類ごとに当社が定めるものとしま

す。 

３ 本サービスにおいて記載事項を記録するファイル

は、ＰＤＦ形式（当該記載事項の電子交付の時点で

最新のバージョンの Adobe Acrobat Reader DC （Adobe 

Inc. の提供するこれに相当するＰＤＦ閲覧ソフト

ウェアを含みます。）により閲覧可能なものに限りま

す。）、ＨＴＭＬ形式、ＴＥＸＴ形式のファイル又は

ファクシミリ装置のメモリー機能において利用され

る形式のファイル（以下、記載事項を記録したファ

イルを総称して「電子書面」といいます。）のうち、

対象書面の種類ごとに当社が定めるものとします。 

第４条 利用要件および申込方法等 

お客さまは、本サービス（当社からのファクシミリ

交付を除きます。）の利用にあたり、各号に掲げるサ

ービスごとに定められる要件のすべてに該当する場

合に限り利用することができるものとします。 

(1)電子交付サービス 

イ 日興イージートレードの利用申し込みをしてい

ること 

ロ お客さまの電子計算機と当社の電子計算機とを

インターネットその他の電気通信回線を通じて

接続できること 

ハ お客さまの電子計算機において第３条第３項に

定めるファイル形式が閲覧可能であること 

ニ お客さまがファイルに記録された記載事項をプ

リンターその他の機器を利用して出力すること

により、書面の作成が可能であること 

(2)メール電子交付サービスまたは E メールおよび

FAXによる電子交付サービス 

イ お客さまの電子計算機と当社の電子計算機とを

インターネットその他の電気通信回線を通じて接

続できること 

ロ お客さまの電子計算機において第３条第３項に

定めるファイル形式が閲覧可能であること 

ハ お客さまがファイルに記録された記載事項をプ

リンターその他の機器を利用して出力すること

により、書面の作成が可能であること 

第４条 利用要件及び申込方法等 

お客さまは、次の各号に掲げる要件のすべてに該

当する場合に限り、本サービス（当社からのファク

シミリ交付を除きます。）を利用することができるも

のとします。 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)お客さまの電子計算機と当社の電子計算機とを

インターネットその他の電気通信回線を通じて接

続できること 

（新 設） 

 

(2)お客さまがファイルに記録された記載事項をプ

リンターその他の機器を利用して出力することに

より、書面の作成が可能であること  

２ お客さまは、次の第１号および第２号に定める要件

に該当する場合に限り、「当社からのファクシミリ交

付」による本サービスを利用することができるもの

とします。 

(1) （省 略） 

(2)前号の当該ファクシミリ装置が、受信した記載事

項を遅滞なく紙面上に印刷し出力するものである

こと（前号のファクシミリ装置がメモリー機能を有

する場合には、受信および記録した記載事項を出力

することにより書面の作成が可能であること） 

２ お客さまは、次の各号に掲げる要件のすべてに該

当する場合に限り、当社からのファクシミリ交付に

より本サービスを利用することができるものとしま

す。 

(1) （省 略） 

(2)前号のファクシミリ装置が、受信した記載事項を

遅滞なく紙面上に印刷し出力するものであること

（前号のファクシミリ装置がメモリー機能を有す

る場合には、受信及び記録した記載事項を出力す

ることにより書面の作成が可能であること） 

３ お客さまは、本取扱約款の内容を承諾の上、次の

各号に掲げるいずれかの方法により当社に対して

３ お客さまは、本取扱約款の内容を承諾の上、次の

各号に掲げるいずれかの方法により当社に対して本
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「電子交付サービス」、「メール電子交付サービス」

および「EメールおよびFAXによる電子交付サービス」

ごとに本サービスの利用をそれぞれ申し込み、当社

がこれを承諾した場合に、本サービスを利用できる

ものとします。 

(1) （省 略） 

(2)当社が指定する方法に基づき、電子メールの送信

またはファクシミリ装置を用いた送信により申し

込む方法 

(3)当社が指定する方法に基づき、当社のホームペー

ジ上等の所定の画面から申し込む方法 

(4) （省 略） 

サービスの利用を申し込み、当社がこれを承諾した

場合に、本サービスを利用できるものとします。 

 

 

 

(1) （省 略） 

(2)当社が指定する方法に基づき、電子メールの送信

又はファクシミリ装置を用いた送信により申し込

む方法 

(3)当社が指定する方法に基づき、当社のホームペー

ジ上の画面から申し込む方法 

(4) （省 略） 

４ お客さまによる本サービスの申し込みは、「電子交

付サービス」、「メール電子交付サービス」および「E

メールおよびFAXによる電子交付サービス」ごとに定

められる全ての種類の対象書面について、一括して

行われるものとします。 

４ お客さまによる本サービスの申込みは、全ての種

類の対象書面（第３項第４号に定める方法による申

込みの場合には、同号に定める全ての種類の対象書

面）について、一括して行われるものとします。 

５ （省 略） ５ （省 略） 

第５条 本サービスにおける取扱い 

本サービスは、次の各号に掲げる取扱いのほか、

当社が定めるところにより提供されるものとしま

す。 

(1)本サービスに係る対象書面は、その作成基準日が

前条第５項に定める日から次条に定める本サービ

スの終了の日までの期間（以下「利用期間」といい

ます。）に到来するものに限られること 

(2)当社は、当社がお客さまに対して交付する対象書

面については、原則として、デジタル提供に代え

てまたはデジタル提供と重複して書面の交付を行

わないこと 

(3)前号にかかわらず、当社は、法令諸規則の変更、

監督官庁の指示その他の事情により当社が合理的

と判断した場合には、利用期間内においても、デ

ジタル提供に代えてまたはこれに加えて、書面を

交付しまたは交付を受けることができること 

(4)本サービスのうち複数のサービスを利用されて

いるお客さまの場合、いずれのサービスにより交

付するか当社が定めることができること 

第５条 本サービスにおける取扱い 

本サービスは、次の各号に掲げる取扱いのほか、

当社が定めるところにより提供されるものとしま

す。 

(1)本サービスに係る対象書面は、その作成基準日が 

前条第５項に定める日から次条に定める本サービ

スの終了の日までの期間（以下「利用期間」といい

ます。）に到来するものに限るものとします。 

(2)当社は、当社がお客さまに対して交付する対象書

面については、原則として、電子交付に代えて又

は電子交付と重複して書面の交付を行わないもの

とします。 

(3)前号にかかわらず、当社は、法令諸規則の変更、

監督官庁の指示その他の事情により当社が合理的

と判断した場合には、利用期間内においても、電

子交付に代えて又はこれに加えて、書面を交付し

又は交付を受けることができるものとします。 

（新 設） 

２ 当社は、第３条第１項第３号または同項第４号に

定める方法によりデジタル提供を行った対象書面に

ついては、当該書面をデジタル提供した日以後５年

間記載事項をお客さまの閲覧に供するものとしま

す。ただし、法令諸規則において別段の定めがある

場合には、これと異なる取扱いをする場合がありま

す。 

２ 当社は、第３条第１項第４号又は同項第５号に定

める方法により電子交付を行った対象書面について

は、当該電子交付の日以後５年間記載事項をお客さ

まの閲覧に供するものとします。ただし、法令諸規

則において別段の定めがある場合には、これと異な

る取扱いをする場合があります。 

第６条 本サービスの終了 

本サービスは、次の各号のいずれかに該当する場合

には、終了するものとします。 

 

(1)当社が指定する方法によりお客さまから当社に対

し「電子交付サービス」、「メール電子交付サービス」

または「E メールおよび FAX による電子交付サービ

第６条 本サービスの終了 

本サービスは、次の各号のいずれかに該当する場合

には、対象書面の種類ごとに当社が定める日において

終了するものとします。 

(1)当社が指定する方法によりお客さまから当社に対

し本サービスを解約する旨の申出があった場合 
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ス」ごとに本サービスを解約する旨の申出があった

場合（日興イージートレードの利用解除が行われた

場合には、「電子交付サービス」を解約する旨の申

出があったものとして取り扱います。） 

(2) （省 略） 

(3)次に掲げるいずれかの事由その他のやむを得ない

事情により当社がお客さまに対し「電子交付サービ

ス」、「メール電子交付サービス」または「Eメール

および FAXによる電子交付サービス」ごとに解約を

申し出た場合 

イ お客さまが第４条第１項各号または同条第２

項各号のいずれかの要件を欠くに至った場合 

ロ お客さまが第４条第３項に定める本サービス

の申し込みに際して虚偽の申告を行っていたこ

とが判明した場合 

ハ 当社が本取扱約款の規定に基づくお客さまと

の合意により行っている本サービスについて、

法令諸規則の規定に基づきお客さまとの合意に

よらないデジタル提供に切り替える場合 

(4)当社が定める方法（当社のホームページにおける

公表を含みます。）により、当社が全てのお客さま

について本サービスの全部または一部の提供を終

了する旨および当該終了の日について事前に周知

した場合 

 

 

 

 

(2) （省 略） 

(3)次に掲げるいずれかの事由その他のやむを得ない

事情により当社がお客さまに対し解約を申し出た

場合 

 

 

イ お客さまが第４条第１項各号又は同条第２項

各号のいずれかの要件を欠くに至った場合  

ロ お客さまが第４条第３項に定める本サービス

の申込みに際して虚偽の申告を行っていたこ

とが判明した場合 

（新 設） 

 

 

 

(4)当社が定める方法（当社のホームページにおける

公表を含みます。）により、当社が全てのお客さま

について本サービスの提供を終了する旨及び当該

終了の日について事前に周知した場合 

 ２ 前項第１号に定める解約する旨の申出の受付は

当社所定の方法で受付後に処理がなされた時点で解

約されます。当社およびお客さまは、前項に定める

本サービスの終了後は当該サービスに定めるデジタ

ル提供を行わないものとします。 

２ 当社及びお客さまは、前項に定める本サービスの

終了後は電子交付を行わないものとします。 

第７条 免責事項 

当社は、次に掲げる場合にお客さまに生じた損害に

ついて、一切その責めを負わないものとします。ただ

し、当社の責めに帰すべき事由により生じた損害につ

いては、この限りではありません。 

(1)通信回線、通信機器、コンピュータシステムおよ

び機器等の障害によるデジタル提供の遅延、誤作動

または不能により生じた損害 

(2)次に掲げるいずれかの事由で生じた損害 

イ お客さまが第４条第１項各号または同条第２項

各号のいずれかの要件を欠くに至った場合 

ロ お客さまが第４条第３項に定める本サービスの

申し込みに際して事実と異なる申告を行っていた

ことが判明した場合 

(3) （省 略） 

第７条 免責事項   

当社は、次に掲げる場合にお客さまに生じた損害に

ついて、一切その責めを負わないものとします。ただ

し、当社の責めに帰すべき事由により生じた損害につ

いては、この限りではありません。  

(1)通信回線、通信機器、コンピュータシステム及び

機器等の障害による電子交付の遅延、誤作動又は不

能により生じた損害  

（新 設） 

 

 

 

 

 

(2) （省 略） 

第８条 他の約款との関係 

本取扱約款の規定が適用される場合（メモリー機能

を有しないファクシミリ装置を利用する「Eメールお

よびFAXによる電子交付サービス」の場合を除きま

す。）には、当社の他の約款における「書面」および

「書面の交付」に関する規定は、それぞれ「記載事項」

および「デジタル提供」に読み替えて適用するものと

します。 

第８条 他の約款との関係 

本取扱約款の規定が適用される場合（メモリー機能

を有しないファクシミリ装置を利用するファクシミ

リ交付の場合を除きます。）には、当社の他の約款に

おける書面及び書面の交付に関する規定は、それぞれ

電子書面及び電子交付に読み替えて適用するものと

します。 
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第９条 法令諸規則との関係 

本取扱約款の規定にかかわらず、当社は、法令諸規

則の規定に基づき、お客さまとの合意によらずに対象

書面の記載事項のデジタル提供が可能である場合に、

当社の判断により、本取扱約款の規定を適用せず、当

該法令諸規則の規定に基づきお客さまに対してデジ

タル提供を行うことができるものとします。本条に基

づくお客さまとの合意によらないデジタル提供を行

う場合には、当社はあらかじめ当社のホームページで

の公表その他の適切な方法により、対象書面の種類、

デジタル提供において利用される電磁的方法その他

の情報を周知するものとします。 

（新 設） 

第１０条 本取扱約款の変更 

本取扱約款は、法令諸規則の変更または監督官庁の

指示、その他必要が生じたときに、民法第５４８条の

４の規定に基づき改定されることがあります。当社

は、同条の規定に従い、改定を行う旨および改定後の

規定の内容ならびにその効力発生時期をインターネ

ットの利用またはその他相当の方法により周知しま

す。 

第９条 本取扱約款の変更 

本取扱約款は、法令諸規則の変更又は監督官庁の指

示、その他必要が生じたときに、民法第５４８条の４

の規定に基づき改定されることがあります。当社は、

同条の規定に従い、改定を行う旨および改定後の規定

の内容ならびにその効力発生時期をインターネット

の利用その他相当の方法により周知いたします。 

附則 

第１条 効力発生日 

改定後の本取扱約款（以下「新約款」といいます。）

の規定は、2025年4月14日（以下「効力発生日」とい

います。）から適用されるものとします。 

 

（新 設） 

第２条 従来からの利用者の取扱い 

効力発生日前に改定前の「電子交付サービス取扱規

程」（以下「旧規程」といいます。）の規定に基づく電

子交付サービスの利用をされているお客さま（以下

「従前のお客さま」といいます。）については、新約

款に基づき「電子交付サービス」を利用されているも

のとして取り扱います。ただし、従前のお客さまにつ

いては、新約款第４条第４項の規定を適用せず、効力

発生日以後も旧規程第２条第１項および第２項の規

定を適用するものとします。 

２ 効力発生日前に改定前の「電子交付サービスに関

する取扱約款」の規定に基づく電子交付サービスを

利用されているお客さまについては、効力発生日以

後、新約款に基づき「メール電子交付サービス」ま

たは「Eメールおよび FAXによる電子交付サービス」

を利用されているものとして取り扱います。 

３ 効力発生前に改定前の「E-メール、FAXによる電子

交付サービス取扱約款」の規定に基づく電子交付サ

ービスを利用されているお客さまについては、効力

発生日以後、新約款に基づき「EメールおよびFAXに

よる電子交付サービス」を利用されているものとし

て取り扱います。 

（新 設） 

 

 

以上 以上 

2025年4月14日改定 2020年 6月改定 
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「E-メール、FAXによる電子交付サービス取扱約款」の改定内容 

下線部分が改定箇所となります。 

改定後（新） 改定前（旧） 

電子交付関連サービス取扱約款 E-メール、FAXによる電子交付サービス取扱約款 

第１条 本取扱約款の趣旨 

電子交付関連サービス取扱約款（以下「本取扱約款」

といいます。）は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社（以下

「当社」といいます。）およびお客さまが、それぞれ

相手方に対して交付すべき書面（書面による同意、承

諾、確認その他の意思表示を含みます。以下同じ。）

について、当該書面の交付に代えて、当該書面に記載

すべき事項（以下「記載事項」といいます。）の電子

メール、インターネット、ファクシミリ装置その他の

情報通信の技術を利用する方法（以下「電磁的方法」

といいます。）による提供（以下「デジタル提供」と

いいます。）を行うことを可能とするサービス（以下

「本サービス」といいます。）に関して、その取扱い

等を定めるものです。 

第１条 約款の趣旨  

この約款は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社（以下「当

社」といいます。）がお客様へ交付する書面について、

紙媒体に代えて FAX又は電子メールを通じて交付（以

下「電子交付」といいます。）するサービス（以下「本

サービス」といいます。）に関して、その取扱等を定

めたものです。 

２ 本サービスは、次の各号に掲げるサービスを対象

とします。 

(1)日興イージートレード電子交付サービス 

第３条第１項第３号および同項第４号または同条

第２項第２号に掲げた電磁的方法を用いて、当社お

よびお客さまがそれぞれ相手方に対して記載事項

をデジタル提供するものです。以下、このサービス

を「電子交付サービス」といいます。 

(2)メール電子交付サービス 

第３条第１項各号または同条第２項各号に掲げた

電磁的方法を用いて、当社およびお客さまがそれぞ

れ相手方に対して記載事項をデジタル提供するも

のです。 

(3)Eメールおよび FAXによる電子交付サービス 

第３条第１項各号または同条第２項各号に掲げた

電磁的方法を用いて、当社およびお客さまがそれぞ

れ相手方に対して記載事項をデジタル提供するも

のです。 

（新 設） 

第２条 対象書面 

本サービスの対象とする書面（以下「対象書面」と

いいます。）の種類は、金融商品取引法、税法その他

の法令、金融商品取引業協会等の自主規制機関の定め

る規則（以下「法令諸規則」といいます。）において

デジタル提供の対象とすることが可能な書面および

当社が提供するその他の報告書等のうち、当社が本サ

ービスの対象として定め、当社のホームページ上にデ

ジタル提供を行う書面として掲げる書面とします。な

お、対象書面は、「電子交付サービス」、「メール電子

交付サービス」および「EメールおよびFAXによる電子

交付サービス」に区分したうえで公表します。 

第２条 対象書面 

１．本サービスにおいて、当社が電子交付により提供

する書面は、以下の各号の区分ごとに掲げる書面（以

下「対象書面」といいます。）とします。 

(1)投資信託の目論見書等 

投資信託の募集・売出しに係る目論見書及び目論見

書補完書面 

投資信託約款 

本号の商品に係る契約締結前交付書面又は目論見

書補完書面 

(2)債券の目論見書等 

債券の募集・売出しに係る目論見書 

本号の商品に係る契約締結前交付書面又は目論見

書補完書面 

(3)株式等の目論見書等 
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株式等の募集・売出に係る目論見書 

本号の商品に係る契約締結前交付書面又は目論見

書補完書面 

(4)その他 

上記(2)及び(3)で定めた取引に該当しない当社と

の取引について説明する書面 

本号の取引に係る契約締結前交付書面又は目論見

書補完書面 

その他上記に該当しない書面のうち、当社が電子交

付により提供することを定めたもの 

２ 当社は、対象書面の種類を追加する場合には、当

該種類について、当社が定める方法（当社のホーム

ページにおける公表を含みます。）により事前に公表

するものとします。この場合には、当該種類の書面

を対象書面とすることについてお客さまの承諾があ

ったものとして取り扱うものとします。 

（新設） 

 

（削 除） 

 

２. 契約の申込にあたっては、前項の対象書面全てが

電子交付可能な書面として、取扱わせていただきま

す。 

（削 除） 

 

３．それぞれの電子交付が開始される日は、当社が定

める日から開始するものとさせて頂きます。 

第３条 デジタル提供の方法 

本サービスのうち当社がお客さまに対してデジタ

ル提供を行う場合において使用する電磁的方法は、次

の各号に掲げるもののうち、第１条第２項各号に掲げ

る本サービスの種類および対象書面ごとに当社が定

めるものとします。 

(1)電子メールその他の方法（次号の方法を除きま

す。）を利用して、当社の使用する電子計算機（当

社との契約により、ファイルを自己の管理する電子

計算機に備え置き、当該ファイルをお客さままたは

当社の用に供する者の使用する電子計算機を含む

ものとし、以下単に「当社の電子計算機」といいま

す。）から、インターネットその他の電気通信回線

を通じ、パーソナルコンピュータその他のお客さま

の使用する電子計算機（データセンターその他のお

客さまとの契約によりお客さまファイル（専らお客

さまの用に供されるファイルをいいます。以下同じ

です。）を自己の管理する電子計算機に備え置く者

の使用する電子計算機を含むものとし、以下単に

「お客さまの電子計算機」といいます。）に対象書

面の記載事項を送信し、当該お客さまの電子計算機

に備えられたお客さまファイルに記録する方法 

(2)当社の電子計算機に備えられたファイルに記録さ

れ当社のホームページにおいて表示された記載事

項を、インターネットを通じてお客さまの閲覧に供

し、お客さまの電子計算機に備えられたお客さまフ

ァイルに記録する方法 

(3)当社の電子計算機に備えられたお客さまファイル

に記録され当社のホームページ上に表示された記

載事項を、インターネットを通じてお客さまの閲覧

に供する方法 

第３条 電子交付方法 

１．当社は、次のいずれかの方法により、紙媒体によ

る対象書面の交付に代えて当該書面の記載事項をお

客様へ提供するものとします。ただし、交付方法は

対象書面ごとに当社が定めるものとします。 

 

(1)あらかじめ、お客様が指定した電子メールアドレ

スに当社が対象書面の記載事項を記録する閲覧フ

ァイルを送信する方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 

（新 設） 
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(4)当社の電子計算機に備えられた閲覧ファイル（同

時に複数のお客さまの閲覧に供するための記載事

項を記録させるファイルをいいます。）に記録され

当社のホームページ上に表示された記載事項を、イ

ンターネットを通じてお客さまの閲覧に供する方

法 

(5)ファクシミリ装置を利用して、あらかじめお客さ

まが指定したファクシミリ番号に当社が記載事項

を送信する方法（以下「当社からのファクシミリ交

付」といいます。） 

（新 設） 

 

 

 

 

 

(2)あらかじめ、お客様が指定した FAX番号に当社が

対象書面を送信する方法 

２ 本サービスのうちお客さまが当社に対してデジタ

ル提供を行う場合において使用する電磁的方法は、

次の各号に掲げるもののうち、対象書面ごとに当社

が定めるものとします。 

(1)電子メールを利用して、お客さまの電子計算機か

ら当社の電子計算機に記載事項を送信し、当社の電

子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

(2)当社の電子計算機に備えられたファイルに記録さ

れ当社のホームページ上に表示された記載事項を、

インターネットを通じてお客さまの閲覧に供し、お

客さまが当社の電子計算機に備えられたファイル

に記載事項を記録する方法 

(3)ファクシミリ装置を利用して、あらかじめ当社が

指定したファクシミリ番号にお客さまが記載事項

を送信する方法（以下「当社からのファクシミリ交

付」と合わせて単に「ファクシミリ交付」といいま

す。） 

（新 設） 

３ 本サービスにおいて記載事項を記録するファイル

は、ＰＤＦ形式（当該記載事項のデジタル提供の時点

で最新のバージョンのAdobe Acrobat Reader DC（Adobe 

Inc. の提供するこれに相当するＰＤＦ閲覧ソフトウ

ェアを含みます。）により閲覧可能なものに限りま

す。）のファイルまたはファクシミリ装置のメモリー

機能において利用される形式のファイルのうち、対象

書面の種類ごとに当社が定めるものとします。 

２．本サービスにおいて、書面の記載事項を記録する

閲覧ファイルは、ＰＤＦ形式のファイル（以下、対象

書面の記載事項を記録したＰＤＦ形式の閲覧ファイ

ルを「電子書面」といいます。）とします。なお、電

子書面を閲覧するためには、最新バージョンのＰＤＦ

閲覧ソフトが必要となります。 

第４条 利用要件および申込方法等 

お客さまは、本サービス（当社からのファクシミリ

交付を除きます。）の利用にあたり、各号に掲げるサ

ービスごとに定められる要件のすべてに該当する場

合に限り利用することができるものとします。 

(1)電子交付サービス 

イ 日興イージートレードの利用申し込みをしてい

ること 

ロ お客さまの電子計算機と当社の電子計算機とを

インターネットその他の電気通信回線を通じて

接続できること 

ハ お客さまの電子計算機において第３条第３項に

定めるファイル形式が閲覧可能であること 

ニ お客さまがファイルに記録された記載事項をプ

リンターその他の機器を利用して出力すること

により、書面の作成が可能であること 

(2)メール電子交付サービスまたは E メールおよび

第４条 申込み 

１．お客様が電子メールによる電子交付を希望する場

合は、次の各号すべてに該当する場合に本サービス

の申込みができるものとします。 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)インターネットを利用できること 
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FAXによる電子交付サービス 

イ お客さまの電子計算機と当社の電子計算機とを

インターネットその他の電気通信回線を通じて接

続できること 

ロ お客さまの電子計算機において第３条第３項に

定めるファイル形式が閲覧可能であること 

ハ お客さまがファイルに記録された記載事項をプ

リンターその他の機器を利用して出力することに

より、書面の作成が可能であること 

（削 除） 

(2)お客様が管理する電子メールアドレスを有し利

用できること。 

(3)お客様が使用する電子計算機（パソコン等）にお

いてＰＤＦ閲覧ソフトが利用可能であること 

(4)電子書面をプリンター等で出力し、書面の作成が

可能であること 

(5)交付された電子書面をお客様が使用する電子計

算機（パソコン等）に保存すること 

(6)お客様が本取扱約款を承諾すること 

２ お客さまは、次の第１号および第２号に定める要件

に該当する場合に限り、「当社からのファクシミリ交

付」による本サービスを利用することができるもの

とします。 

(1)お客さまが管理するファクシミリ装置により記載

事項の受信が可能であること 

(2)前号の当該ファクシミリ装置が、受信した記載事

項を遅滞なく紙面上に印刷し出力するものである

こと（前号のファクシミリ装置がメモリー機能を有

する場合には、受信および記録した記載事項を出力

することにより書面の作成が可能であること） 

（削 除） 

２．お客様が FAX による電子交付を希望する場合は、

次の各号すべてに該当する場合に本サービスの申込

みができるものとします。 

 

(1)お客様が管理する FAXで受信ができること 

 

(2)前号のＦＡＸが受信した対象書面を遅滞なく紙

面に出力するものであること 

 

 

 

(3)お客様が本取扱約款を承諾すること 

３ お客さまは、本取扱約款の内容を承諾の上、次の

各号に掲げるいずれかの方法により当社に対して

「電子交付サービス」、「メール電子交付サービス」

および「EメールおよびFAXによる電子交付サービス」

ごとに本サービスの利用をそれぞれ申し込み、当社

がこれを承諾した場合に、本サービスを利用できる

ものとします。 

(1)当社所定の申込書を提出する方法 

 

(2)当社が指定する方法に基づき、電子メールの送信

またはファクシミリ装置を用いた送信により申し

込む方法 

(3)当社が指定する方法に基づき、当社のホームペー

ジ上等の所定の画面から申し込む方法 

(4)対象書面のうち当社の定める一定の書面に限定

して電話その他の当社が指定する方法により申し

込む方法 

３．お客様は、次の方法により申込み、当社がこれを

承諾した場合に本サービスを利用できるものとしま

す。 

 

 

 

 

(1)当社所定の申込書に必要事項を記入・捺印のうえ

提出する方法 

（新 設） 

 

 

（新 設） 

 

（新 設） 

４ お客さまによる本サービスの申し込みは、「電子交

付サービス」、「メール電子交付サービス」および「E

メールおよびFAXによる電子交付サービス」ごとに定

められる全ての種類の対象書面について、一括して

行われるものとします。 

（新 設） 

 

５ 本サービスの提供は、第３項に基づく当社の承諾

後、対象書面の種類ごとに当社が定める日に開始す

るものとします。 

（新 設） 

 

第５条 本サービスにおける取扱い 

本サービスは、次の各号に掲げる取扱いのほか、当

社が定めるところにより提供されるものとします。 

(1)本サービスに係る対象書面は、その作成基準日が

前条第５項に定める日から次条に定める本サービ

第５条 本サービスにおける取扱い 

お客様は、本サービスについて、次の取扱いに同

意するものとします。 

(1)電磁的方法により作成した書面の電子交付は、対

象書面の作成基準日が本サービスの利用期間中で
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スの終了の日までの期間（以下「利用期間」といい

ます。）に到来するものに限られること 

(2)当社は、当社がお客さまに対して交付する対象書

面については、原則として、デジタル提供に代えて

またはデジタル提供と重複して書面の交付を行わ

ないこと 

(3)前号にかかわらず、当社は、法令諸規則の変更、

監督官庁の指示その他の事情により当社が合理的

と判断した場合には、利用期間内においても、デジ

タル提供に代えてまたはこれに加えて、書面を交付

しまたは交付を受けることができること 

(4)本サービスのうち複数のサービスを利用されて

いるお客さまの場合、いずれのサービスにより交付

するか当社が定めることができること 

あること 

 

(2)紙媒体により交付された対象書面（本サービス利

用開始前に作成基準日が到来し紙媒体で交付する

ことが確定している書面を含む。）について、原則、

電子交付による再交付は行われないこと 

(3)当社が合理的と判断した場合には、本サービスの

利用期間中であっても対象書面を電子交付せずに、

紙媒体により交付すること 

 

 

（新 設） 

２ 当社は、第３条第１項第３号または同項第４号に

定める方法によりデジタル提供を行った対象書面に

ついては、当該書面をデジタル提供した日以後５年

間記載事項をお客さまの閲覧に供するものとしま

す。ただし、法令諸規則において別段の定めがある

場合には、これと異なる取扱いをする場合がありま

す。 

（新 設） 

（削 除） 第６条 対象書面の追加 

１．金融商品取引法その他の法令諸規則の改正により、

当該改正前には本サービスにより購入することがで

きた投資信託、債券その他の第２条第１項の対象書

面を電子交付されることにより購入できた商品につ

いて、当該商品の購入の際にあらたな書面の交付が

義務付けられる場合には、当該商品を購入するため

に交付することが必要な書面を当社が電子交付によ

り提供し、お客様がこれを電子交付により受領した

場合には、お客様は、当該受領のときをもって、当

該書面が第２条第１項の対象書面に追加されたこと

を同意したものとします。 

（削 除） ２．お客様は、前項のほか当社が本サービスにおいて

電子交付により提供する書面の種類を追加する場合

について、以下の取扱いとすることに同意するもの

とします。 

(1) 第２条第１項(1)及び(4)に基づき書面を追加す

る場合 

当社のホームページで追加する書面を公表し、当

該書面を当社が電子交付しお客様がこれを電子交

付により受領した場合には、お客様は、当該受領

したときをもって、当該書面が第２条第１項の対

象書面に追加されたことを同意したものとして取

り扱うこと。 

(2)第２条第１項に掲げる書面以外の金融商品取引

法その他関係法令により交付義務のある書面を追

加する場合 

追加する書面について、当社がお客様から第４条

第３項の方法により申込みを受けた上で当該書面

を電子交付により行うこと。この場合において、

お客様は、当該受領したときをもって、当該書面
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が第２条第１項の対象書面に追加されたことを同

意したものとして取り扱うこと。 

第６条 本サービスの終了 

本サービスは、次の各号のいずれかに該当する場合

には、終了するものとします。 

(1)当社が指定する方法によりお客さまから当社に対

し「電子交付サービス」、「メール電子交付サービス」

または「Eメールおよび FAXによる電子交付サービ

ス」ごとに本サービスを解約する旨の申出があった

場合（日興イージートレードの利用解除が行われた

場合には、「電子交付サービス」を解約する旨の申

出があったものとして取り扱います。） 

(2)本サービスに関連するお客さまの口座が廃止され

た場合 

(3)次に掲げるいずれかの事由その他のやむを得ない

事情により当社がお客さまに対し「電子交付サービ

ス」、「メール電子交付サービス」または「Eメール

および FAXによる電子交付サービス」ごとに解約を

申し出た場合 

イ お客さまが第４条第１項各号または同条第２

項各号のいずれかの要件を欠くに至った場合 

ロ お客さまが第４条第３項に定める本サービス

の申し込みに際して虚偽の申告を行っていたこ

とが判明した場合 

ハ 当社が本取扱約款の規定に基づくお客さまと

の合意により行っている本サービスについて、

法令諸規則の規定に基づきお客さまとの合意に

よらないデジタル提供に切り替える場合 

(4)当社が定める方法（当社のホームページにおける

公表を含みます。）により、当社が全てのお客さま

について本サービスの全部または一部の提供を終

了する旨および当該終了の日について事前に周知

した場合 

第７条 解除 

１．本サービスは、次の各号に該当する場合には、解

除されるものとします。 

(1)お客様から本サービスを解除する旨の申し出が

あった場合 

 

 

 

 

 

(2)本サービスに関連する口座が廃止された場合 

 

(3)次に掲げるいずれかの事由その他の止むを得な

い事由により当社が本サービスの解除を申し出た

場合 

 

 

イ お客様が第４条第１項各号または同条第２項

各号のいずれかの要件を欠くに至ったとき 

ロ お客様が第４条第３項に定める本サービスの

申込みの際に虚偽の申告を行っていたことが判

明したとき 

（新 設） 

 

 

 

(4)当社が定める方法（当社のホームページにおける

公表を含む。）により当社が全てのお客様について

本サービスの提供を終了する旨および当該終了日

について事前に周知した場合 

２ 前項第１号に定める解約する旨の申出の受付は当

社所定の方法で受付後に処理がなされた時点で解約

されます。当社およびお客さまは、前項に定める本

サービスの終了後は当該サービスに定めるデジタル

提供を行わないものとします。 

２．お客様は、当社が定める方法により本サービスの

解除を申し出ることができ、この場合、当社はお客

様の申出を承諾するものとします。 

第７条 免責事項 

当社は、次に掲げる場合にお客さまに生じた損害に

ついて、一切その責めを負わないものとします。ただ

し、当社の責めに帰すべき事由により生じた損害につ

いては、この限りではありません。 

（削 除） 

 

 

(1)通信回線、通信機器、コンピュータシステムおよ

び機器等の障害によるデジタル提供の遅延、誤作動

または不能により生じた損害 

 

 

(2)次に掲げるいずれかの事由で生じた損害 

第８条 免責事項 

当社は、次に掲げる場合にお客様に生じた損害につ

いて、一切その責めを負わないものとします。 

 

 

(1)お客様が、本サービスの利用申込に際して、虚偽

の申告又は第４条１項及び２項に反し当社に申込

みを行ったことにより生じた損害 

(2)通信回線、通信機器、コンピュータシステム及び

機器等の障害による電子交付の遅延、誤作動、不

能により生じた損害。ただし、当社の責めに帰す

べき事由により生じた損害については、この限り

ではありません。 

（新 設） 
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イ お客さまが第４条第１項各号または同条第２項

各号のいずれかの要件を欠くに至った場合 

ロ お客さまが第４条第３項に定める本サービスの

申し込みに際して事実と異なる申告を行っていた

ことが判明した場合 

(3)前条に定める本サービスの終了により生じた損

害 

 

 

 

 

 

（新 設） 

第８条 他の約款との関係 

本取扱約款の規定が適用される場合（メモリー機能

を有しないファクシミリ装置を利用する「Eメールお

よびFAXによる電子交付サービス」の場合を除きま

す。）には、当社の他の約款における「書面」および

「書面の交付」に関する規定は、それぞれ「記載事項」

および「デジタル提供」に読み替えて適用するものと

します。 

第９条 他の規程・約款との関係 

この約款に定めのない事項については、証券取引約

款及び外国証券取引口座約款により取り扱います。な

お、本取扱約款が適用される場合（メモリー機能を有

しないファクシミリ装置を利用する FAX交付を除きま

す。）には、証券取引約款及び外国証券取引口座約款

における書面の郵送等に関する部分は、電子交付によ

るものと読み替えるものとします。 

第９条 法令諸規則との関係 

本取扱約款の規定にかかわらず、当社は、法令諸

規則の規定に基づき、お客さまとの合意によらずに

対象書面の記載事項のデジタル提供が可能である場

合に、当社の判断により、本取扱約款の規定を適用

せず、当該法令諸規則の規定に基づきお客さまに対

してデジタル提供を行うことができるものとしま

す。本条に基づくお客さまとの合意によらないデジ

タル提供を行う場合には、当社はあらかじめ当社の

ホームページでの公表その他の適切な方法により、

対象書面の種類、デジタル提供において利用される

電磁的方法その他の情報を周知するものとします。 

（新 設） 

第１０条 本取扱約款の変更 

本取扱約款は、法令諸規則の変更または監督官庁

の指示、その他必要が生じたときに、民法第５４８

条の４の規定に基づき改定されることがあります。

当社は、同条の規定に従い、改定を行う旨および改

定後の規定の内容ならびにその効力発生時期をイン

ターネットの利用またはその他相当の方法により周

知します。 

第１０条 本取扱約款の変更 

本取扱約款は、法令諸規則の変更又は監督官庁の

指示、その他必要が生じたときに、民法第５４８条

の４ の規定に基づき改定されることがあります。当

社は、同条の規定に従い、改定を行う旨および改定

後の規定の内容ならびにその効力発生時期をインタ

ーネットの利用その他相当の方法により周知いたし

ます。 

附則 

第１条 効力発生日 

改定後の本取扱約款（以下「新約款」といいます。）

の規定は、2025年4月14日（以下「効力発生日」とい

います。）から適用されるものとします。 

 

（新 設） 

第２条 従来からの利用者の取扱い 

効力発生日前に改定前の「電子交付サービス取扱

規程」（以下「旧規程」といいます。）の規定に基づ

く電子交付サービスの利用をされているお客さま

（以下「従前のお客さま」といいます。）については、

新約款に基づき「電子交付サービス」を利用されて

いるものとして取り扱います。ただし、従前のお客

さまについては、新約款第４条第４項の規定を適用

せず、効力発生日以後も旧規程第２条第１項および

第２項の規定を適用するものとします。 

２ 効力発生日前に改定前の「電子交付サービスに関

する取扱約款」の規定に基づく電子交付サービスを

（新 設） 
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利用されているお客さまについては、効力発生日以

後、新約款に基づき「メール電子交付サービス」ま

たは「Eメールおよび FAXによる電子交付サービス」

を利用されているものとして取り扱います。 

３ 効力発生前に改定前の「E-メール、FAXによる電子

交付サービス取扱約款」の規定に基づく電子交付サ

ービスを利用されているお客さまについては、効力

発生日以後、新約款に基づき「EメールおよびFAXに

よる電子交付サービス」を利用されているものとし

て取り扱います。 

以上 以上 

2025年4月14日改定 2020年 4月改定 

 


